
【畜舎建築利用計画の認定等の流れ】

１．畜舎等の敷地と道路との関係の特例（省令第48条第2項）の認定を受ける場合

申請者
建築認定申請書（県規則様式第1号）
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２．畜舎建築利用計画の認定を受ける場合
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富山県農業技術課 畜舎建築利用計画の審査

必要書類を添えて申請（県規則第2条、第3条）

※施工予定地が県内どの市町村の場合
でも、県での認定となります。

３．認定畜舎等の利用開始まで

申請者

認定畜舎等の建築
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・工事完了届出の前に使用を開始する場合
仮使用の認定申請申請書（省令様式第10号）
申請書等記載事項変更届出書（県規則様式第3号）
使用取りやめの届出書（県規則様式第５号）

・申請を取り下げる場合
取下届出書（県規則様式第2号）

・認定畜舎等の建築等または利用を取りやめる場合
取りやめの申出書（県規則様式第4号）

・工事完了の届出
工事完了届出書（省令様式第9号）

・利用状況報告（県規則第5条）
認定畜舎等の利用状況定期報告書（省令様式第17号）
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